
「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化に関する検討会」 

開催要綱（案） 

 

 

１．趣旨 

公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、地域医療の確保のため重要な役

割を果たしており、新型コロナウイルス感染症への対応においては、その重要性が改めて認

識されたところである。 

一方、公立病院は、「新公立病院改革ガイドライン」（平成 27 年３月 31 日付け自治財政

局長通知）を踏まえ、令和２年度までを標準対象期間とする新公立病院改革プランを策定し、

地域医療構想を踏まえた役割の明確化や再編・ネットワーク化などの様々な経営改革に取り

組んできたが、依然として、医師不足等による厳しい経営状況が続いている。今般の感染症

対応では、感染症拡大時に備えた平時からの取組の重要性が浮き彫りにされた。 

また、地方財政審議会からは、「各地方自治体における公立病院改革に関するこれまでの

取組を検証するとともに、厚生労働省における感染症への対応を踏まえた地域医療構想の考

え方等も勘案しながら、感染症への対応の視点も含めた持続可能な地域医療提供体制の確保

に向けた取組を進めるための方策を検討すべき」（令和３年５月 21 日「感染症を乗り越えて

活力ある地域社会を実現するための地方税財政改革についての意見」）との意見が示されて

いる。 

このような状況を踏まえ、感染症対応の視点も含めた持続可能な地域医療提供体制を確保

するための公立病院に対する新たなガイドラインや地方財政措置について検討するため、検

討会を開催する。 

 

２．名称 

 本検討会は、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化に関する

検討会」（以下「検討会」という。）と称する。 

 

３．構成員 

 別紙構成員名簿のとおりとする。 

 

４．運営 

（１）検討会に座長を１人置く。座長は、検討会を招集し、主宰する。 

（２）座長は、不在の場合など必要の都度、これを代行する者を指名することができる。 

（３）座長は、必要があると認めるときは、必要な者に検討会への出席を求め、その意見を

聴取することができる。 

資料１ 



（４）検討会の会議は、原則として公開しないが、会議の終了後、配布資料を公表するとと

もに、議事概要を作成し、これを公表するものとする。ただし、座長が必要と認めると

きは、配布資料を非公表とすることができる。 

（５）本要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は座長が定める。 

 

５．庶務 

 検討会の庶務は、総務省自治財政局公営企業課及び準公営企業室が行う。 
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